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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
の
接
触
ル
ー
ル
と
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
の
接
触
ル
ー
ル
と
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

基
本
方
針
（
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
を

含
む
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね

の
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
の
時
期
は
、
現
時
点
で
は
決
定
し
て
い
な
い
。 

二
か
ら
五
ま
で
、
六
の
後
段
及
び
七
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

国
や
地
方
公
共
団
体
の
職
員
と
事
業
者
と
の
い
わ
ゆ
る
接
触
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
基
本
方
針

に
盛
り
込
む
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
適
用
対
象
、
適
用
期
間
等
を
含
め
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
今
後

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
委
員
並
び
に
約
百
名
の
職
員
」
に
つ
い
て
は
、
高
い

独
立
性
を
有
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
今
後
の
事
務
の
状
況
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
事
業
者
と
の
い
わ
ゆ
る
接
触

ル
ー
ル
に
つ
い
て
適
切
な
対
応
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 



 

２ 

 

六
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
自
治
体
が
定
め
て
い
る
カ
ジ
ノ
関
連
事
業
者
と
の
接
触
ル
ー
ル
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
詳
細

か
つ
網
羅
的
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


